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平成31年度保険料率に関する論点 

 

≪現状・課題≫ 
 
 協会けんぽの平成29年度決算は、収入が9兆9,485億円、支出が9兆4,998億円、収支差は4,486億円と、収支差は前年度に

比べてマイナス500億円となったものの、準備金残高は2兆2,573億円で給付費等の3.1か月分（法定額は給付費等の1か月
分）となった。 
 

 これは、協会においては、ジェネリック医薬品の使用促進、レセプト点検の強化など医療費適正化のための取組を着実に進めてきたこ
とや、日本年金機構における適用対策、後期高齢者支援金の総報酬割への移行などの効果によるものと考えられる。 
 

 一方で、協会けんぽでは医療費の伸びが賃金の伸びを上回るという財政の赤字構造が解消されていないことに加え、団塊の世代が
75歳以上となり、高齢者医療費の増加が見込まれる2025年を見据えれば、後期高齢者支援金等の規模は今後も拡大していくこ
とが見込まれており、今後の財政状況については予断を許さない状況にある。 
 

 こうした状況も踏まえながら、今後の財政状況を見通す観点から、今回も5年収支見通し等の財政状況に関するシミュレーション
（詳細はＰ.8～15参照）を行ったところ、保険料率10％を維持した場合であっても数年後には準備金を取り崩さなければならない
見通しとなっている。 

 
【論点】 
 

 協会の財政構造に大きな変化がない中で、今後の５年収支見通しのほか、人口構成の変化や医療費の動向、後期高齢者支援
金の推移などを考慮した中長期的な視点を踏まえつつ、平成31年度及びそれ以降の保険料率のあるべき水準についてどのように考
えるか。 

 
   ※ 平成29年12月19日 運営委員会 安藤理事長発言要旨：「今後の保険料率の議論のあり方については、中長期   
    で考えるという立ち位置を明確にしたい。」（詳細はＰ.6、7参照） 

１．平均保険料率 
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平成31年度保険料率に関する論点 

 

≪現状・課題≫ 
 これまでの保険料率の改定においては、都道府県単位保険料率へ移行した際（21年9月）及び政府予算案の閣議決定が越

年した場合を除き、４月納付分（３月分）から変更している。 
 
【論点】 
 

 平成31年度保険料率の変更時期について、平成31年４月納付分（３月分）からでよいか。 

３．保険料率の変更時期 

 

≪現状・課題≫ 
 

 激変緩和措置の解消期限は、「平成32年３月31日」（平成31年度末）とされている。これまで段階的に激変緩和措置の解消
を図っており、平成30年度の激変緩和措置率は7.2/10。激変緩和措置の解消期限までに均等に引上げを図っていく場合の毎年
の激変緩和率は、1.4/10ずつの引上げとなる。なお、平成30年度から本格実施（保険料率にも反映）するインセンティブ制度に
ついては、実際の保険料率への反映は、激変緩和措置の終了後の平成32年度からとなる。 

 
【論点】 
 

 激変緩和措置の解消期限を踏まえ、平成31年度の激変緩和率についてどのように考えるか。 

２．都道府県単位保険料率を考える上での激変緩和措置 
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（参考１） 来年度以降の１０年間（２０２８年度まで）の準備金残高と法定準備金に対する残高の状況 
（協会けんぽ（医療分）の５年収支見通しの前提によるごく粗い試算） 
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 協会けんぽ（医療）の５年収支見通し（２０１８年９月試算）の前提に基づき、２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率

を１０．０％、９．９％、９．８％、９．７％でそれぞれ維持した場合について、今後１０年間（2028年度まで）の各年度末における

協会けんぽの準備金残高と法定準備金に対する残高の状況に係るごく粗い試算を行った。 

  平均保険料率１０％維持の場合の準備金残高は、Ⅰの「賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×０．５」のケースでは２０２４年度、Ⅱ

の「賃金上昇率：２０２０年度以降０．６％」のケースでは２０２１年度、Ⅲの「賃金上昇率：２０２０年度以降０％」のケースでは２０２０年度をピー

クに減少し始め、２０１９年度（平成３１年度）以降に平均保険料率を引き下げたケースでは準備金残高のピークは更に早まる。 

  法定準備金に対する準備金残高は、Ⅰの「賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×０．５」のケースでは、平均保険料率を２０１９年度

（平成３１年度）以降９．７％とした場合には２０２７年度には１か月分を割り込み、Ⅱの「賃金上昇率：２０２０年度以降０．６％」のケースでは、

平均保険料率を２０１９年度（平成３１年度）以降９．９％とした場合には２０２７年度には１か月分を割り込む。Ⅲの「賃金上昇率：２０２０年度以

降０％」のケースでは、平均保険料率１０．０％維持の場合でも２０２６年度には１か月分を割り込む。 



Ⅰ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 低成長ケース×０．５   
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Ⅱ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 ０．６％   
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Ⅲ 賃金上昇率： ２０２０年度以降 ０％ 
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【シミュレーション方法について】 

 ・ ２０１９年度（平成３１年度）以降、準備金残高が法定準備金（給付費等の１か月分）を確保している間、機械的に10％及び9.8％とし、それぞれに

ついて法定準備金を下回る年度以降においては法定準備金を確保するために必要な料率に引き上げた上で（※）、２０２８年度までの見通しをシ

ミュレーションしたもの。 

 ・ ２０２０年度以降の賃金上昇率については、５年収支見通しのケースⅠ(低成長ケース×0.5)、ケースⅡ（0.6％）及びケースⅢ（0％）を使用し、そ

れぞれについて作成。 
 
 ※ 健康保険法施行令第46条第１項において、「協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保

険給付に要した費用の額（前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額（中略）を含

み、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額を除く。）の一事業年度当たりの平均額の十二分の一に相当する額に達する

までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。」とされている。 

    本シミュレーションはこの規定を参考として行うもの。 

【Ⅰ．賃金上昇率：２０２０年度以降 低成長ケース×0.5】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合のどちらの場合で

あっても、２０２８年度まで、準備金残高が法定準備金を上回る。 

 

【Ⅱ．賃金上昇率：２０２０年度以降 0.6％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２２年度には単年度収支差が赤字となり、以降準備金残高が年々減少するものの、２０２８年度

まで準備金残高が法定準備金を上回る。 

 ・ 仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２０年度以降準備金を取崩すことにより、２０２５年度ま

では保険料率を維持できるものの、２０２６年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には10.7％に達する。 

 

【Ⅲ．賃金上昇率：２０２０年度以降 0％】 

 ・ 現在の平均保険料率10％を維持した場合、２０２１年度には単年度収支差が赤字となる。以降、準備金残高を取崩すことにより２０２５年度まで

は保険料率を維持できるものの、２０２６年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には11.3％に達する。 

 ・ 仮に２０１９年度（平成３１年度）以降の平均保険料率を9.8％に引き下げた場合には、２０２０年度以降準備金を取崩すことにより、２０２４年度ま

では保険料率を維持できるものの、２０２５年度からは年々上昇を続け、２０２８年度には11.3％に達する。  

（参考２） 今後の保険料率に関するシミュレーション 
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Ⅱ．２０２０年度以降の賃金上昇率0.6％の場合 
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単年度収支が赤字に転落 
（準備金の取崩し） 
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協会けんぽに係る動向 
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単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース） 
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○ 協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法定準備金） 
 として積み立てなければならないとされている（健康保険法160条の2）。 

準備金残高 

                            （6年度）                             （9年度）                            （12年度）                           （15年度）                                                        （20年度）           （22年度）                        （27年度）       
                            ・食事療養費                     ・患者負担2割                ・介護保険制度導入       ・患者負担3割、総報酬制へ移行            ・後期高齢者     ・国庫補助率                       ・国庫補助率 
                                    制度の創設                                                                                                                                                                                       医療制度導入  13.0％→16.4％                       16.4％ 
（4年度）                                                                       （10年度）                                                          （14年度、16年度、18年度、20年度）                                                                                                    
 ・国庫補助率                                                               診療報酬・薬価等                                          診療報酬・薬価等のマイナス改定                                                     （28年度）        
 16.4％→13.0％                      のマイナス改定                                                                                                                                                                                                                               診療報酬・薬価等 
                                                   老人保健制度の対象                                                    のマイナス改定 
                                                   年齢引上げ（14年10月～）                                             

8.2% 
   （H4.4月～） 

8.5% 
（H9.9月～） 

8.2% 
（H15.4月～） 

（注）1.平成8年度、9年度、11年度、13年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。 
   2.平成21年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。 

保険料率 
8.4% 

[億円] 

 （H22年度）       （ H23年度）        （H24年度～）  
9.34%   9.50 %  10.00 % 



134.0 

119.0 

102.5 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

140.0

12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 12月 2 3

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 

協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数） 

事業所数 被保険者数 被扶養者数 

※ 平成20年10月末における事業所数、被保険者数、被扶養者数をそれぞれ100.0とし、その後の数値を指数で示している。 

H28年度末 

事業所数 

被保険者数 

H30年6月末 

被扶養者数 
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3,471  3,483  3,485  3,488  3,510  3,564  3,639  3,716  
3,807  

3,949  3,910  3,877  3,831  3,768  3,693  
3,594  

3,469  
3,294  

3,034  2,995  2,961  2,950  2,935  2,927  2,913  2,914  2,946  

952  
916  925  932  923  913  904  896  890  

11,404  

10,951  

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

平成

20年

度 

21 22 23 24 25 26 27 28

協会けんぽ 国保 組合健保 被用者その他 75歳未満人口（右目盛り） 

（万人） （万人） 

（注）1. 協会けんぽ、国保及び被用者その他は年度末現在の加入者数、75歳未満人口は翌年度4月1日現在の人口（総務省統計局「人口推計」の総人口）を表す。 
    2. 被用者その他は船員保険及び共済組合の合計である。ただし、共済組合は前年度末現在の数値を計上している。 

75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移 
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（注）端数整理のため、計数が整合しない場合がある。 

協会けんぽの財政構造（平成29年度決算） 

20 

○ 協会けんぽ全体の収支は約９．５兆円だが、その約４割、約３．５兆円が高齢者医療への拠出金に充てら
れている。 

保険料 

8.8兆円  

（88.4%） 

国庫補助等 

1.1兆円 

（11.4%） 

その他 

167億円 

（0.2%） 

収 入 9兆9,485億円 

医療給付 

5.3兆円 

（55.4%） 

高齢者医療制

度への拠出金 

（介護を除く） 

 3.5兆円 

（36.7%） 

現金給付 

0.5兆円 

（5.8%） 

健診・ 

保健指導費 

1,039億円 

（1.1%） 

事務経費 

561億円 

（0.6%） 

その他 

368億円 

（0.4%） 

支 出 9兆4,998億円  



協会けんぽの保険財政の傾向 

●近年、医療費（１人当たり保険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準報酬）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造 
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1.00  1.00  0.99  1.00  1.00  
0.98  

0.97  0.97  0.97  0.97  0.98  
0.99  

1.00  1.00  

1.00  
1.01  

1.05  1.06  

1.09  

1.15  

1.19  

1.23  

1.25  
1.27  

1.29  

1.31  

1.36  
1.38  

1.40  

0.85

0.95

1.05

1.15

1.25

1.35

1.45

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

診療報酬改定 
▲3.16％ 

・乳幼児の患者負担の軽減 
 （３歳未満→就学前） 
・診療報酬改定  ▲0.82％ 

診療報酬改定 
＋0.19％ 

診療報酬改定 
＋0.00％ 

・患者負担の３割化 
・総報酬制導入 

賃金 
（１人当たり標準報酬月額） 

診療報酬改定 
＋0.10％ 

（※１）数値は平成15年度を１とした場合の指数で表示したもの。 
（※２）▲1.31%は、28年度の改定率▲0.84％に薬価の市場拡大再算定の特例の実施等も含めた実質的な改定率である。 

診療報酬改定 
▲1.0％ 

医療費 
（加入者１人当たり保険給付費） 

赤字構造 

年度 

（※１） 

診療報酬改定 
▲1.31%（※2） 

標準報酬月額上限引上げ 

121万円→139万円 



北海道 10.25％ 石川県 10.04％ 岡山県 10.15％ 

青森県 9.96％ 福井県 9.98％ 広島県 10.00％ 

岩手県 9.84％ 山梨県 9.96％ 山口県 10.18％ 

宮城県 10.05％ 長野県 9.71％ 徳島県 10.28％ 

秋田県 10.13％ 岐阜県 9.91％ 香川県 10.23％ 

山形県 10.04％ 静岡県 9.77％ 愛媛県 10.10％ 

福島県 9.79％ 愛知県 9.90％ 高知県 10.14％ 

茨城県 9.90％ 三重県 9.90％ 福岡県 10.23％ 

栃木県 9.92％ 滋賀県 9.84％ 佐賀県 10.61％ 

群馬県 9.91％ 京都府 10.02％ 長崎県 10.20％ 

埼玉県 9.85％ 大阪府 10.17％ 熊本県 10.13％ 

千葉県 9.89％ 兵庫県 10.10％ 大分県 10.26％ 

東京都 9.90％ 奈良県 10.03％ 宮崎県 9.97％ 

神奈川県 9.93％ 和歌山県 10.08％ 鹿児島県 10.11％ 

新潟県 9.63％ 鳥取県 9.96％ 沖縄県 9.93％ 

富山県 9.81％ 島根県 10.13％ ※ 全国平均では10.00％ 
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平成30年度の都道府県単位保険料率 

○ 協会けんぽでは、年齢構成や所得の調整を行った後の「医療費の地域差」を反映した都道府県単位保険料率を設定。 
○ 全国平均は10.00％であり、最高は佐賀県の10.61％、最低は新潟県の9.63％である。 



協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ 

全国一本の保険料率 
（20年9月まで） 

都道府県単位保険料率（20年10月から）：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例 

全
国
一
律
の
保
険
料
率 

都道府県ごとの医療費の水
準にかかわらず保険料率は
一律 

各都道府県の保健
事業等に要する保
険料分を合算 

後期高齢者支援金
など全国一律で賦
課される保険料分
を合算 

＋ ＋ 

地域差 

所得水準を協会の平
均とした場合の保険
料収入額との差額を
調整 

所得調整 

年齢調整 

年齢構成を協会の
平均とした場合の
医療費との差額を
調整 

調
整
前
の
保
険
料
率 

調
整
後
の
保
険
料
率(※

) 

A県 

B県 C県 最
終
的
な
保
険
料
率 

年齢調整・所得調整の
結果、都道府県ごとの
保険料率は、医療費の
地域差を反映した保険
料率となる。 

Ａ県 

（※）激変緩和措置は、医療に要する費用の適正化等に係る協会の取組の状況に応じて 
  平成36年３月31日までの間で政令で定める日（現時点では、激変緩和措置の期限は平成32年３月31日まで） 

（※）災害等特殊事情についても、適切な調整を行う。 

○ 都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い県ほ 
 ど、同じ医療費でも保険料率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。 
○ 都道府県単位保険料率になることで、保険料率が大幅に上昇する場合には、激変緩和措置を講じる。 
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平成31年度都道府県単位保険料率のごく粗い試算 

24 

○平均保険料率10%、激変緩和率8.6/10の場合 

最高料率 10.77% 

現在からの変化分 
（料率） 0.16% 

（金額） ＋224円 

最低料率 9.62% 

現在からの変化分 
（料率） ▲0.01% 

（金額） －14円 

※１ 数値は、政府の予算セット時の計数で算出すると異なる結果となる場合がある。 
※２ 金額は、標準報酬月額28万円の被保険者に係る保険料負担（月額。労使折半後）の平成29年度からの増減。 

＜参考＞ 平成30年度都道府県単位保険料率 
        （平均保険料率10%、激変緩和率7.2/10） 

最高料率 10.61% 

最低料率   9.63% 



 協会設立

24.323.322.3 27.326.325.3

平成22年の健保法改正前の激変緩和期間（25.9まで）

特例期間

（平成22～24年度）

20.10 30.329.328.3 31.3

平成22年の健保法改正による延長 平成25年の健保法改正による延長

32.4

32.3

1/10
1.5/10

2/10

25.9

2.5/10

10/10
2.7/10

3.0/10

3.5/10

＋1.9/10 ・・・

＋1.8/10 ・・・

＋1.7/10 ・・・

特例期間

（平成25～26年度）

○ 協会設立直後（平成21年度）の激変緩和率は、1/10。 

○ 平成22年度～24年度については、保険料率を引き上げるとともに、激変緩和率についても、支部間で変動幅
が大きくならないように配慮し、0.5/10ずつ引き上げてきた。 

○ 一方で、平成25年度・26年度については、激変緩和期間を29年度から31年度まで2年延長したこともあり、保
険料率を据え置くとともに、激変緩和率も据え置いた。 

○ 27年度の拡大幅は10分の0.5として、激変緩和率は10分の3.0で設定。 

○   28年度の拡大幅は10分の1.4として、激変緩和率は10分の4.4で設定。 

    29年度の拡大幅は10分の1.4として、激変緩和率は10分の5.8で設定。 

    30年度の拡大幅は10分の1.4として、激変緩和率は10分の7.2で設定。 

○   平成31年度末までに激変緩和措置を解消するためには、残り2年間で10分の2.8を解消する必要がある。 

これまでの激変緩和率の経緯 

4.4/10 
 

5.8/10 
 

7.2/10 
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インセンティブ制度の概要 

 
 
 
 

①評価指標・②評価指標ごとの重み付け 
 ■ 特定健診・特定保健指導の実施率、要治療者の医療機関受診割合、後発医薬品の使用割合などの評価指標に基づき、

支部ごとの実績を評価する。 
 

 ■ 評価方法は偏差値方式とし、平均偏差値である50を素点50とした上で、指標ごとの素点を合計したものを支部の総得点とし
全支部をランキング付けする。 

 

③ 支部ごとのインセンティブの効かせ方について 
 ■ 保険料率の算定方法を見直し、インセンティブ分保険料率として、新たに全支部の後期高齢者支援金に係る保険料率（平

成29年度は全支部一律で2.10％）の中に、0.01％（※）を盛り込む。 
   （※）協会けんぽ各支部の実績は一定の範囲内に収斂している中で、新たな財源捻出の必要性から負担を求めるものであるため、保険料率への影

響を生じさせる範囲内で、加入者・ 事業主への納得感に十分配慮する観点から設定。 
 

 ■ 制度導入に伴う激変緩和措置として、この新たな負担分については、３年間で段階的に導入する。 
   平成30年度（平成32年度保険料率）：0.004％ ⇒ 平成31年度（平成33年度保険料率）：0.007％ ⇒  
   平成32年度（平成34年度保険料率）：0.01％ 
   

 ■ その上で、評価指標に基づき全支部をランキング付けし、ランキングで上位過半数に該当した支部については、支部ごとの得点
数に応じた報奨金によって段階的な保険料率の引下げを行う。 

 

【制度のイメージ】 

 
 
 
 
 

  

  医療保険制度改革骨子や日本再興戦略改定2015等を踏まえ、新たに協会けんぽ全支部の後期高齢者支援金に係る保険
料率の中に、インセンティブ制度の財源となる保険料率（0.01％）を設定するとともに、支部ごとの加入者及び事業主の行動等を
評価し、その結果が上位過半数となる支部については、報奨金によるインセンティブを付与。 

制度趣旨 

支部ごとのランキング ＜上位＞ ＜下位＞ 

インセンティブ分保険料率 
（0.01％） 

インセンティブ 
（報奨金） 

インセンティブ 

財源負担 

0 
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医療費適正化に向けての支部の取り組み 
 

・ジェネリック医薬品の使用促進 
 
 

 
・保健事業 

 
 

27 



○加入者の健康状態の把握（健診） 
○加入者の健康増進、疾病予防（保健指導） 
○事業所における健康づくりを通じた健康増進（コラボヘルス） 
○早期治療の促進（重症化予防） 
○データヘルス計画の実施 

健診 

保健指導 

重症化予防 

コラボヘルス 

「加入者の健康度を高める」目標を実現させるために 

データヘルス計画 
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全支部中での宮崎支部の状況（平成28年度） 

一般健診

（40～74歳）

一般健診 実施率 合計 実施率 実施率 合計 実施率 実施率

D E(D/A) F G(F/A) H(D+F) I(H/A) J K(J/B) L(H+J) M(L/C)

45宮崎 79,642 54.6% 10,833 7.4% 90,475 62.1% 7,533 18.9% 98,008 52.8%

合計 6,786,977 48.5% 872,743 6.2% 7,659,720 54.8% 946,496 22.2% 8,606,216 47.1%

平成28年度計
被保険者計 特定健診

生活習慣病予防健診

事業者健診
支部

１９位 ２０位 １６位 ４３位 ２２位 

○加入者の健康状態の把握（健診） 
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協会けんぽの健診の実施体制と30年度目標値（ＫＰＩ） 

対象者数 健診種別 実施体制 目標(KPI) 
 

 
 

被
保
険
者 

 
 
 
（40歳以上） 

153,442人 

生活習慣病予防健診 41健診機関と契約 59.6％ 
 
（実施見込者数：
91,400人） 

 

定期健診データ取得 生活習慣病予防健診を利用して
いない事業所・加入者に働きか
け 
（支部から／健診機関から／外
部委託） 

5.9％以上 
 
（取得見込者数：9,000
人） 

 

被
扶 

養
者 

（40歳以上） 

40,666人 
 

特定健診 個別受診 
集団健診 
 

20.9％以上 
 
（受診見込者数：8,500
人） 

 

○加入者の健康状態の把握（健診） 
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健診率をあげるための主な施策 
生活習慣病予防健診 事業者健診 特定健診 

全事業所への健診の年次案内 勧奨業務の外部委託 年度初めの受診券送付 

新適事業所や任継取得者への健
診案内送付 

過年度提供事業所への勧奨 ■各地での集団健診 
 ①国保との同時実施◎ 
 ②がん検診との同時実施◆ 
＊オプショナル健診（集団健 
 診時） 

健診機関による定期健診から生
活習慣病予防健診への振替案内 
 

健診機関から早期提供（3か月以
内）の場合、インセンティブを
つける 

新規取得者への受診券送付 

閑散期の受診者増への働きかけ
の結果に対しインセンティブを
つける 

紙媒体取得時のデータ化パンチ
委託 

経年的未受診者への受診勧奨 

健診機関の拡大（公募） かかりつけ医からの勧奨事業 

○加入者の健康状態の把握（健診） 

◆協会主催の集団健診と市町村のがん検診等の同時実施 
  宮崎市・延岡市・高鍋町・国富町・綾町・新富町・都城市・ 

◎市町村国保集団健診との同時実施 
  木城町・椎葉村・西米良村・諸塚村・高千穂町・日之影町 
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◎国から定められた目標値（第３期） 

保険者種別 協会 
けんぽ 

単一 
健保 

市町村
国保 

特定保健指導 35% 60% 60% 

◎協会けんぽの特定保健指導の実施体制と30年度目標（ＫＰＩ） 

対象者数 実施方法 実施体制 概要 目標（ＫＰＩ） 

 

被
保
険
者 

 
 
約17,000人 

支部直営 保健師（14）   
管理栄養士（1） 

県内全域の事業所を訪問 21.5％ 
（実施見込者数4,000） 
 

外部委託 契約機関（10） 健診当日の初回面談、また
は訪問による保健指導 

3.8％ 
（実施見込者数712） 
 

被
扶
養

者 約700人 外部委託       
（集合契約） 

集合契約           
（17） 
 

協会けんぽから該当者へ利
用券発送 

3.0％ 
（実施見込者数22人） 
 

協会けんぽでの特定保健指導 

○加入者の健康増進、疾病予防（保健指導） 

第2期の30%より5%上方修正 
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対象者 事業内容 勧奨後３か
月間の受診

率 

１次勧奨 受診勧奨域で、病院未受診の
人 

本部より毎月勧奨文書送付 6.9% 

２次勧奨 
 

上記よりさらに重症域で未受
診の人 

勧奨文書に回答書添付し、回答
者に支部からフォロー 

10.3% 

○早期治療の促進（重症化予防） 

①血圧・血糖の未治療者に対する受診勧奨 

②ＣＫＤ受診勧奨 

健診の結果、ＣＫＤ（慢性腎臓病）の方に、受診勧奨文書を送付 
（宮崎市・延岡市については、ＣＫＤ連携システムがあるため、連携し、受診
勧奨） 

③糖尿病性腎症重症化予防事業 

 宮崎県が「宮崎県糖尿病発症予防・糖尿病性腎症重症化予防指針」を策定 
 協会けんぽとして今後連携予定 
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保険者が実施する「データヘルス」（厚生労働省）と企業（事業主）が実施する「健康経営」
（経済産業省）は、平成２７年度当初より、両者が一体で取り組むこと（＝コラボヘルス）が重
要視されていた。 

事業主 保険者 

職場環境の整備 保健事業の実施 

コラボヘルスで保健事業の基盤を強化 

健康経営の推進 保険者機能の発揮 

従業員の生産性の向上 保健事業の円滑な実施 

医療費の適正化 

役割分担・連携 

■コラボヘルスの意義 

コラボヘルスガイドラインより 

○事業所における健康づくりを通じた健康増進（コラボヘルス） 

コラボヘルスの背景 
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健康宣言優良事業所認定制度（宮崎支部事業） 

段階 内容 

Step１（１年目） 
銀の認定 

健康宣言ののち 
３か月以上の取り組みをし、基準をクリアすると銀の認定 

Step2（２年目） 
金の認定 

健康宣言ののち、半年以上の取り組みをし、基準クリアす
ると金の認定 

現在の状況 
銀の宣言事業所 117社 
金の宣言事業所   17社 

認定式＋セミナーを 
平成３1年2月18日(月)に開催予定 
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